
－設計業務委託特記仕様書－
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2

（１） 与那国町　久部良漁港　地内 (沖縄県与那国町4022)

（２）

（平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第 1 号第 1 類）

製氷施設

（平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第 1 号第 1 類）

給油施設

（平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第 5 号第 1 類）

②一部

加工販売施設

（平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第 4 号第 1 類）

施設の用途は基本計画の構造を基本とするがプロポーザルにで提案された内容

及び本業務を踏まえて改めて検討を行い決定する。
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（１）

ア） 敷地面積： 約 ㎡

イ）

（２）

ア） 延べ面積　1200.7㎡程度

イ）

主な施設付帯設備：製氷機、貯氷機、冷蔵冷凍庫

ウ）

① Ⅱ 類

② A 類

③ 乙 類

施設の条件は基本計画の構造を基本とするがプロポーザルにで提案された内容

及び本業務を踏まえて改めて検討を行い決定する。

荷捌き施設

　本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は次のとおりとする。

基本設計及び実施設計などをまとめる。

漁業関連施設整備に向け、令和7年2月に策定した「漁業関連施設　基本計画」を踏まえ

構 造 体 ：

与那国町漁業関連施設整備事業 基本設計及び実施設計業務

施 設 用 途 ： ①主要部

設 計 与 条 件

敷地の場所：

用途地域及び地区の指定：

建築非構造部材：

建 築 設 備 ：

業 務 名 称 ：

計 画 施 設 概 要

施 設 の 面 積 ：

主要構造及び階数：

漁港

鉄筋コンクリート造　地上４階　地下0階建て

敷 地 の 条 件

4,579.20

施 設 の 条 件

耐震安全性の分類：官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年3月29日付け

国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号）による耐震安全性の分類は、

次のとおりとする。
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（３）

ア） 円（消費税抜き）

イ） 令和9年8月～令和10年7月(予定)

（４）

ア） 与那国町の各種条例(景観条例等）を遵守し計画すること。

イ） 本計画施設の各部仕様及び構造等、設備機器等を設計する際は、材料及び機

器の種類や能力の採用根拠、施工性、経済性等を比較検討し、担当者の

承認を得た上で決定すること。

ウ） 工事施工の際に必要な試験や調査も含めた設計を行うこと。
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（１）

（２）

・

・

（３）

有する者

（４）設備担当者の資格要件は次による。

た経験を有する者

（５）

・

建築士法に規定する建築設備士

社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士

建築士法に規定する建築士又は類似する公共建築物の設計業務に従事した経験を

積算担当者の資格要件は次による。

建築担当者の資格要件は次による。

建築士法に規定する建築設備士又は類似する公共建築物の設備設計業務に従事し

管理技術者等の資格要件

受注者は、本業務の実施にあたり、建築設計業務（建築意匠、建築構造、電気設備、機

械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。）における

建築士法（昭和25年法律第202号。以下「建築士法」という。）に規定する一級建築士

当該法人に所属する者を配置しなければならない。

社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士若しくは建築積算士

旨を工程表とともに、町担当者（以下「担当者」という。）に提出すること。

管理技術者を定め、業務の全般にわたり技術的管理をおこなわなければならない。また

管理技術者の資格要件は次による。（「・」に○印が付いたものを適用する。以下同じ。）

なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他法人である場合にあっては

建築、電気、機械それぞれ担当者を定め、下記の資格要件を満たす者を配置し、定めた

概算工事費： 1,530,075,000

建 設 工 期 ：

そ の 他

建 設 の 条 件

・

・

・
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5

（１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア）

イ）

ウ）

エ） 機械・電気設備については、別紙-１及び別紙-２のとおりとする。

（２）

ア）

イ） その他、本設計業務の対象となる工事に関する設計業務。

①土質調査委託業務

②測量調査業務

③解体実施設計業務

⑤外構設計

追加業務は基本計画の内容を基本とするがプロポーザルにで提案された内容

及び本業務を踏まえて改めて検討を行い決定する。

（３）

ア） 図面作成に使用するＣＡＤソフトは、原則としてJW WINとする。

上記以外のソフトを使用する場合は、担当者の承諾を得ること。

イ） 内訳書等は、原則として町の書式(Excelデータ)を使用すること。また、データの

共有はワークシートまでとし、他のブック(単価表、数量計算書等)からのデータ

のリンクを行わないこと。

ウ） 本工事発注時における更新された単価の入替は本業務とする。

エ） 見積りを依頼する場合は、「公共建築工事見積標準書式」によること。

また、「情報公開に関する記録票」についても依頼すること。

オ） 適用基準等は関係法令のほか、別紙-３の基準等による。

カ） 建築基準法第6条に基づく確認申請業務等に必要な申請手数料は、本業務に

含む。(申請等・・構造計算適合判定手数料、建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手数料)

キ） 設備設計を進めるにあたり、給水方式や照明器具種別等に関する設備計画を策定し、

その内容について担当者の承諾を得ること。

追加業務

その他

※履行期間末日の1ヶ月前までに概算工事費を算出し、担当者の確認を受けること。

追加業務の内容及び範囲は、別表－２における対象業務とする。

　一般業務の内容は、令和6年度国道交通省告示第8号（以下「告示」という。）別添－

第１項に揚げる「設計に関する標準業務」とし、範囲は別表－１における対象業務及び

下記の業務とする。

設計業務の履行にあたって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成（簡易な透視図、

日影図及び各種技術資料を含む。）

設計業務の対象となる工事の実施に当たり、法令上必要となる各種の申請に用

一般業務

いる資料の作成

工事費仕訳書の作成（工事発注前の単価入替業務を含む）

設計業務の内容及び範囲

　設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
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6

（１）

⑥下請承諾願い

⑨納品書

　＊業務完了後速やかに提出すること。任意様式による。

⑩引渡書

　＊完了検査後速やかに提出すること。任意様式による。

　＊管理技術者及び各主任技術者、関係機関等の連絡先について記載した連絡体制表

　＊業務の一部を再委託する場合は下請け期間前に提出し、承諾を得ること。

⑦打ち合わせ記録簿及び履行協議書

　＊任意様式による。その都度提出すること。

⑧完了届

　＊業務完了後速やかに提出すること。任意様式による。

　＊業務の一部を再委託する場合は協力事務所の商号、代表者名、住所、業務内容、契

　　約金額、協力を受ける理由及び具体的内容、担当技術者氏名

④業務計画書

　＊設計方針の説明に関する資料(平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第一号イ

　　に揚げる基本設計及び第二号イに揚げる実施設計の方針)

⑤業務組織計画及び連絡体制表

　＊契約より15日以内に提出すること。任意様式による。

③管理技術者通知

　＊委託契約後速やかに提出すること。任意様式による。

　＊管理技術者及び担当技術者の氏名、生年月日、所属、担当分野、保有資格、実務経

　　験年数及び手持ち業務の状況

受注者は、担当者の指示する様式により、予め指示する期間までに次の書類を提出しな

ければならない。

提 出 書 類

①着手届

　＊委託契約後速やかに提出すること。任意様式による。

②工程表
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下記各項目の書類を収納箱に収納して提出すること。

(収納箱サイズ　外寸約横43.9×奥行63.5×高さ32.6ｃｍ　容量約56L)

（１）工事設計書

ア） 設計書図書(A4版）2部

＊製本幅が著しく厚くなる場合は、別冊に分けること。（標準製本厚12cm）

＊添付する図面の種類、規格、縮尺は別紙-４による。

＊図面の表紙、設計図の形式は別紙-５による。

＊成果物の表紙及び背表紙の形式は別紙-５による。

イ）

（２）図面

設計書に収録した図面を下記の項目ごとに提出。

ア） 観音製本(A1版）2部

イ） 縮小製本(A3版）5部

ウ） 現場説明図面 必要枚数分（発注毎の指名業者数分及び監理業務分も含む）　

＊図面はPDFに変換したものをCD-R等に収録すること。

＊CD-R等の表面に収録した各項目の名称を表示すること。

＊収録したCD-R等は収納ケース又は収納袋に収納して提出すること。

（３）設計内容計画書

建物利用形態等を勘案のうえ、低コスト化、現場作業の省略化、現場作業時間の短縮

を図る工法及び資材、機器の選定、計画を行うこと。

ア）

A　構造種別の選定根拠、経済比較表

B　内部・外部仕上げ選定根拠、経済比較表

C　空調方式に係る経済比較

D　その他発注者の求める資料

（４）電子データ

8

（１）

＊図面はJW WIN及びPDFのそれぞれを収録すること。

＊収録したCD-Rは収納ケース又は収納袋に収納して提出すること。

疑 義 に つ い て

本仕様書の内容に相違がある場合や明示のない場合、または疑義が生じた場合について 

は担当者に書面で速やかに報告し､発注者と受注者の協議により定めるものとする。

B　見積書（見積三社比較表、見積書、数量計算書、設計計算書）

C　数量根拠資料(数量計算書、拾い図)

D　設計計算書

上記成果品の電子データ一式を各工事契約毎に2部提出　（CD-R等）

＊CD-Rの表面に収録した各項目の名称を表示すること。

工事設計書副本(A4版　TUBE FILE製本）1部（上記製本の写し）

設計内容計画書(A4版　TUBE FILE製本）2部

成 果 品

A　設計書（仕訳書、内訳書、代価表、設計図面）
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（１）

ア）

イ）

ウ）

エ）

オ）

発注者は、本設計業務に必要な資料を受注者に貸与するものとし、受注者は責任

を持ってこれを管理し、設計業務完了時に返却するものとする。

図面の縮尺については、適宜担当者の指示を受けるものとする。

本設計業務にあたって、受注者は次の点に留意し設計業務を遂行すること。

受注者は担当者の指示に従い、設計業務に必要な調査及び関係法規に基づいて資

料を作成するものとする。

受注者は設計業務の詳細及び当該工事の範囲について、担当者と密に連絡をとり

十分な打合せをして、設計業務の目的を達成しなければならない。

受注者は設計業務の進捗状況に応じて、担当者に中間報告を行うものとする。

業 務 の 処 理
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別表－１

表中、「○」印が付いたものを適用範囲とする。

１　基本設計に関する標準業務

⑤

⑥

⑦

２　実施設計に関する標準業務

⑤

⑥

概算工事費の検討 〇

実施設計内容の建築主及び関係機関への説明等 ○

④ 実施設計図書の作成
(ⅰ)実施設計図書の作成 ○

(ⅱ)計画通知申請図書の作成 ○

③ 実施設計方針の策定

(ⅰ)総合検討 ○

(ⅱ)実施設計のための基本事項
○

　　の確定

(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築
○

　　主への説明

②
法令上の諸条件の調査及び関
係機関との打合せ

(ⅰ)法令上の諸条件の調査 ○

(ⅱ)確認申請に係る関係機関
○

　　との打合せ

項目及び内容 対象業務

① 要求等の確認

(ⅰ)建築主の要求等の確認 〇

(ⅱ)設計条件の変更等の場合の
○

　　協議

概算工事費の検討 ○

基本設計内容の建築主への説明等 ○

③
上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関と
の打合せ

○

④ 基本設計方針の策定

(ⅰ)総合検討

(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築
○

　　主への説明

○

②
法令上の諸条件の調査及び関
係機関との打合せ

(ⅰ)法令上の諸条件の調査 ○

(ⅱ)計画通知に係る関係機関
○

　　との打合せ

基本設計図書の作成 ○

項目及び内容 対象業務

① 設計条件等の整理

(ⅰ)条件整理 ○

(ⅱ)設計条件の変更等の場合の　　　　協議
○

　　協議
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３　工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務

①

別表－２

表中、「○」印が付いたものを適用範囲とする。

１　追加業務

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）による評価に係る業
務

町有建築物等の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサ
イクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保
全性能の評価業務

営繕事業広報ポスターの作成

災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等
を有する県有建築物等の設計等における特別な検討及び資料の作
成（建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設
備機器を有する室の設計に係る特別な検討等）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27 年法律
第53 号）第13 条第２項に規定する建築物エネルギー消費性能適
合性判定に係る業務、同法第20 条第２項に規定する建築物の建築
に関する通知及び同法第34条第１項に規定する建築物エネルギー
消費性能向上計画の認定に係る業務

〇

防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続
業務

リサイクル計画書の作成

概略工事工程表の作成 〇

透視図作成等

模型製作等

電波障害防止要綱に係る届出業務
（現地調査、標識看板の作成、設置報告書の届出）

〇

②
建築基準法第18条第2項に基づ
く計画通知手続業務（申請料
は含まない）

①構造計算適合判定無し

②構造計算適合判定有り 〇

①
建築及び設備積算業務（昇降
機等を含む）

①積算数量算出書の作成

〇

②単価作成資料の作成

③見積徴取

④見積書検討資料の作成業務

⑤設計計算書の作成業務

設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明

②
工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検
討、助言等

項目及び内容 対象業務

項目及び内容 対象業務
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⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

沖縄県福祉のまちづくり条例に基づく手続業務

都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第１項に規定する低
炭素建築物新築等計画の作成に係る業務

与那国町景観条例に基づく許可等手続業務 〇

地区計画の届出等手続業務

建築基準法に基づく許可等手続業務

都市計画法に基づく許可等手続業務 〇

沖縄県赤土等流出防止条例に基づく手続業務
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別紙-1

項　目 内　容 備　考
1 調査及び調整等

(1) 建設予定地の現況確認
(2) 給水管引込に係る調査 現地調査

配水管敷設状況の確認 与那国町まちづくり課への確認
給水引込方法の確認 与那国町まちづくり課への確認

(3) 浄化槽設置に係る調査 現地調査
(4) 消防設備に係る確認 必要設備等の確認 与那国町総務課への確認（消火器等）

2 工事に係る設備実施設計業務

(1) 空調方式の選定
空調方式について、関係者との調整を
踏まえて検討し、選定する。

単一ﾀﾞｸﾄ及び個別空調方式に係る経済
比較

(1)製氷・冷蔵機器の選定
製氷・冷蔵機器について、関係者との
調整を踏まえて検討し、選定する。
給水配管算定
排水管算定
通気管算定
給湯配管算定
給湯器算定
ガス配管算定
熱負荷計算
空気調和機算定
換気量算定
ダクトの算定
消火設備の算定
浄化槽算定
その他 必要に応じ作成すること

(2) 設計図作成
(3) 図面概要説明 関係者への説明
(4) 数量拾い図・拾い書作成
(5) 見積徴取 国交省の見積依頼雛形を使用
(6) 複合単価・代価表作成
(7) 仕訳・内訳書作成

2 提出書類
(1) 仕訳・内訳書
(2) 複合単価・代価表
(3) 数量拾い書
(4) 数量拾い図
(5) 単価資料 見積書・物価資料 等
(6) 設計計算書
(7) 設計図

※関係部署との調整により不要となる設備については、作業を省略するものとする。

与那国町漁業関連施設整備事業 基本設計及び実施設計業務
機械設備業務一覧

(1) 設計計算書作成
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項　目 内　容 備　考
1 調査及び調整等

(1) 建設予定地の現況確認
(2) 電気引込に係る調査 現地調査

沖縄電力との協議 必要に応じて
(3) 電話線引込に係る調査 現地調査

電話回線業者への確認 必要に応じて

(4) 消防設備に係る確認 必要設備等の確認
所管消防機関への確認
（非常警報・誘導標識等）

2 工事に係る設備実施設計業務
照度計算
電灯設備負荷容量集計
主幹器具定格電流算定
動力負荷表
動力負荷集計表
電路計算書（幹線用）
電路計算書（分岐配線用）

変圧器容量算定

　既設変圧器容量を超過する場合は、
変圧器の載せ替え・増設・負荷の振分
け等を検討し、設計すること。
必要に応じて作成すること

テレビ共同受信設備
出力レベル計算書
拡声設備増幅器定格出力計算書
その他 必要に応じ作成すること

(2) 設計図作成
(3) 図面概要説明 関係者への説明
(4) 数量拾い図・拾い書作成
(5) 見積徴取 国交省の見積依頼雛形を使用
(6) 複合単価・代価表作成
(7) 仕訳・内訳書作成

4 提出書類
(1) 仕訳・内訳書
(2) 複合単価・代価表
(3) 数量拾い書
(4) 数量拾い図
(5) 単価資料 見積書・物価資料 等
(6) 設計計算書
(7) 設計図

※関係部署との調整により不要となる設備については、作業を省略するものとする。

与那国町漁業関連施設整備事業 基本設計及び実施設計業務
電気設備業務一覧

(1) 設計計算書作成



別紙-３　適用基準一覧表１ 備考 別紙-３　適用基準一覧表２ 備考

1 建築工事積算基準 沖縄県土木建築部 41 建築設備工事設計図書作成基準 国土交通省

2 建築工事共通費積算基準 〃 42 雨水利用・排水再利用設備計画基準 〃

3 建築工事標準単価積算基準 〃 43 建築設備耐震設計・施工指針 〃

4 建築工事積算基準等資料 〃 44 建築設備設計計算書作成の手引 〃

5 電子納品に関する手引き(案)(営繕業務・営繕工事編) 〃 45 公共建築設備数量積算基準 〃

6 沖縄県公共建築物景観形成マニュアル 〃 46 営繕工事積算チェックマニュアル（電気設備工事編） 〃

7 地質・土質調査業務共通仕様書 〃 47 営繕工事積算チェックマニュアル（機械設備工事編） 〃

8 沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 沖縄県福祉保健部 48 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） 〃

9 建築物解体工事共通仕様書 国土交通省 49 公共建築工事見積標準書式（設備工事編） 〃

10 公共建築工事積算基準 〃 50 建築工事内訳書作成要領（設備工事編） 〃

11 公共建築工事標準単価積算基準 〃 51 営繕工事標準単価表 沖縄県土木建築部

12 公共建築工事共通費積算基準 〃 52 実施設計単価表 〃

13 建築工事特記仕様書（建築工事編） 沖縄県土木建築部 53 委託関係単価表 〃

14 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 国土交通省 54 公共工事設計労務単価 国土交通省・農林水産省

15 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 〃

16 公共建築木造工事標準仕様書 〃 その他

17 建築設計基準及び資料 〃

18 建築構造設計基準及び資料 〃

19 建築工事設計図書作成基準及び資料 〃

20 建築工事標準詳細図 〃

21 木造計画・設計基準及び資料 〃

22 敷地調査共通仕様書 〃

23 擁壁設計標準図 〃

24 構内舗装・排水設計基準及び資料 〃

25 構造計画・施工計画の留意事項 沖縄県土木建築部

26 公共建築数量積算基準 国土交通省

27 営繕工事積算チェックマニュアル（建築工事編） 〃

28 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） 〃

29 公共建築工事見積標準書式（建築工事編） 〃

30 建築工事内訳書作成要領（建築工事編） 〃

31 建築工事特記仕様書（電気設備工事編) 沖縄県土木建築部

32 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 国土交通省

33 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 〃

34 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 〃

35 建築工事特記仕様書（機械設備工事編） 沖縄県土木建築部

36 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 国土交通省

37 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 〃

38 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 〃

39 建築設備計画基準 〃

40 建築設備設計基準 〃

エ設備

※全ての適用基準は最新版を適用すること。採用単価月は受注者の指示による。

※全ての適用基準は最新版を適用すること。採用単価月は受注者の指示による。

ア共通

エ設備

オ設備積算

カ単価表

イ建築

ウ建築積算



別紙-4　成果品 ｐ1
規格 縮尺 摘要

1 建築物概要書 A1 適宜
2 仕様書 〃 〃
3 仕上表 〃 〃
4 面積表及び求積図 〃 〃
5 敷地案内図 〃 〃
6 配置図 〃 〃
7 平面図（各階） 〃 〃
8 断面図 〃 〃
9 立面図（各面） 〃 〃
10 矩計図 〃 〃
11 展開図 〃 〃
12 天井伏図（各階） 〃 〃
13 平面詳細図 〃 〃
14 部分詳細図 〃 〃 断面含む
15 建具表 〃 〃
16 工事費概算書 A4 〃
17 各種計算書 〃 〃
18 その他確認申請に必要な図書 〃 〃
19 外構図 A1 〃
20 総合仮設計画図 〃 〃

1 仕様書 A1 適宜
2 構造基準図 〃 〃
3 伏図（各階） 〃 〃
4 軸組図 〃 〃
5 部材断面表 〃 〃
6 部分詳細図 〃 〃
7 構造計算書 A4 〃
8 工事費概算書 〃 〃
9 その他確認申請に必要な図書 〃 〃

(ⅰ) 機械設備
1 仕様書 A1 適宜
2 敷地案内図・配置図 〃 〃
3 屋外配管図 〃 〃
4 機器表 〃 〃
5 給排水衛生設備配管系統図 〃 〃
6 給排水衛生設備配管平面図（各階） 〃 〃
7 消火設備平面図（各階） 〃 〃
8 ガス・給湯設備図（各階） 〃 〃
9 空調換気設備平面図（各階） 〃 〃
10 自動制御設備図 〃 〃
11 その他設置設備設計図 〃 〃
12 各種計算書 A4 〃
13 経済比較表 〃 〃 空調方式等に係る経済比較
14 その他確認申請に必要な図書 〃 〃

(ⅱ) 電気設備
1 仕様書 A1 適宜
2 敷地案内図・配置図 〃 〃
3 幹線・弱電設備系統図 〃 〃
4 分電盤単線結線図 〃 〃
5 機器等参考図 〃 〃
6 幹線・空調電源・ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図(各階) 〃 〃
7 電灯設備平面図（各階） 〃 〃
8 電話・TV共聴・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配管設備平面図（各階） 〃 〃
9 誘導灯・非常照明平面図（各階） 〃 〃
10 その他設置設備設計図 〃 〃
11 各種計算書 A4 〃
12 その他確認申請に必要な図書 〃 〃

成果物

建築

総合(建築意匠)

構造

設備

設備
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図面の形式は次による。

設計図

設計者印

設計者印

名 称

管理建築士 管理技術者 担当技術者 資 格 者 氏 名

登 録 番 号

所 在 地

電 話 番 号

成果物の製本方法

背表紙 表紙

正

工 事 名 称 図 面 名 称

工 事 場 所 縮 尺

発 注 機 関 図 面 番 号

設 計 年 度 摘 要

工 事 年 度

設
計
者検印

発
注
機
関
名

設計年度

発注機関名

正

工
事
名
称

工事名称

成果物名称

成
果
物
名
称

設
計
年
度


